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令和８年１月 

富士見市議会 議会基本条例検証委員会 

  



１ 検証を行った機関 

議会基本条例検証委員会 

 

２ 委員の選出、委員構成 

会派の所属議員が４名までの会派は１名の委員の選出を、所属議員が５名以

上の会派は２名の委員の選出を、会派に属さない３名の議員からは１名の委員

の選出をし、計７名の委員で委員会を構成した。委員構成については、会派代

表者会議で決定した。 

正副議長については、オブザーバーとして本委員会に参加した。 

 

３ 正副委員長の互選 

正副委員長が決定するまでの間、年長委員である深瀬委員を座長として正副

委員長の互選を行った。 

互選の結果、深瀬委員が委員長に、田中委員が副委員長に選任された。 

 

４ 諮問事項 

勝山議長が深瀬委員長に、富士見市議会基本条例（平成２３年第１２号）第

２２条の規定に基づく条例の検証に関する事項について諮問した。 

 

５ 検証の進め方 

今回の議会基本条例検証委員会においては、はじめに各会派及び無会派議員

から各条文に対する評価及びその理由を提出してもらい、その内容を踏まえて

委員会における評価を協議した。 

評価の区分については、次のとおりとした。 

「Ａ」…現状維持 

「Ｂ」…条例改正の必要はないが検討を要する 

「Ｃ」…条例改正の必要がある 

「－」…評価対象外 

また、条文の評価のほか、各会派及び無会派議員から挙げられたその他意見

についても協議した。 

 

６ 検証結果 

  検証の結果、別紙１「検証結果一覧表」のとおりとなった。 

  評価結果に鑑み、条例及び逐条解説の改正について協議し、別紙２「条例改

正文案」、別紙３「条例新旧対照表案」及び別紙４「逐条解説改正案」のとお

り整理した。 



 

（１）条例改正案の内容 

 ・第３条の２（災害時の議会の対応） 

    災害等の発生時においても議会機能を維持することを条例に明記する

ため、第３条の２として条文を新設するもの 

  ・第６条（市民との情報共有） 

   市民が適切に傍聴できる環境を整備することを条例に追記するもの 

 ・第７条（議員と市長等の関係） 

   本会議又は委員会における議員の質疑又は質問について、「質疑等」と

して文言を整理するもの 

 

（２）逐条解説改正案の内容 

・第３条（議会の活動原則） 

  政策立案に努めることの追記、「ＳＤＧｓ未来都市」に留意して議会改

革に継続的に取り組んでいくことの追記その他文言整理を行うもの 

 ・第３条の２（災害時の議会の対応） 

   議会機能を的確に維持することを明記するもの 

 ・第５条（会派） 

   いずれの会派にも属さない議員に対しても、議会として適切に意見を求

めることを追記するもの 

 ・第６条（市民との情報共有） 

   市民が適切に傍聴できる環境の整備に努めることの追記及び必要に応

じて市民等とのオンラインによる対話やワークショップ等を行っている

ことの追記を行うもの 

 ・第７条（議員と市長等の関係） 

   条文の改正に伴い文言を整理するもの 

 ・第１０条（自由討議による合意形成） 

   積極的な自由討議のため、政策立案能力を向上させる重要性について追

記するもの 

 ・第１５条（議会広報の充実） 

   積極的な情報発信、ＳＮＳによる情報発信、各議員の議案等の賛否につ

いても情報発信していることを追記するほか、広報広聴委員会の活動につ

いて文言修正を行うもの 

 ・第１７条（議会事務局の充実） 

   議会事務局における議員への助言等について追記するもの 

 



上記のほか、協議においては以下の点について意見が挙げられた。 

・議会ＢＣＰの策定について 

  第３条の２（災害時の議会の対応）の新設に伴い、議会におけるＢＣＰ

（業務継続計画）を検討する必要がある。 

・公聴会制度及び参考人制度の活用について 

公聴会制度及び参考人制度の活用を進めていけるような方策を検討す

る必要がある。 

・政策立案に関する研修の実施について 

政策立案に関する研修の実施について検討する必要がある。 

・ＡＩの活用について 

  情報通信技術の積極的活用について、議会におけるＡＩの活用を議論す

る必要がある。 

・議員報酬や議員定数の改正の在り方について 

  議員定数や報酬の改正の在り方等について議論する必要がある。 

・議会基本条例の研修の在り方について 

  議員の任期が開始された後の議会基本条例に関する研修の在り方等に 

ついて議論する必要がある。 

 

７ 委員会の開催状況 

開催回数・開催日 主な会議内容 

第 １ 回  

令和７年 ５ 月２２日（木） 

・正副委員長の互選 

・諮問について 

・検証の進め方について 

第 ２ 回 

令和７年 ６ 月 ３ 日（火） 
・検証の進め方について 

第 ３ 回 

令和７年 ６ 月２６日（木） 
・議会基本条例の検証 

第 ４ 回 

令和７年 ７ 月２３日（水） 
・議会基本条例の検証 

第 ５ 回 

令和７年 ８ 月２１日（木） 
・議会基本条例の検証 

第 ６ 回 

令和７年 ９ 月 ３ 日（水） 
・議会基本条例の検証 



第 ７ 回 

令和７年１０月 ６ 日（月） 
・議会基本条例の検証 

第 ８ 回 

令和７年１１月１１日（火） 
・議会基本条例の検証結果について 

第 ９ 回 

 令和７年１２月１１日（木） 
・議会基本条例の検証結果について 

第１０回 

 令和８年 １ 月 ９ 日（金） 
・議長への答申に関する資料について 

 

８ 委員名簿 

区分 委員名 会派等 

委員長 深瀬 優子 公明党 

副委員長 田中 栄志 ２１･未来クラブ 

委員 松本 剛 ２１･未来クラブ 

委員 堀 航大 無会派（国民民主党） 

委員 熊谷 麗 草の根 

委員 宮尾 玲 日本共産党 

委員 今成 優太 草の根 

 


